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第１章 はじめに 

土佐清水市（以下「本市」という。）は、昨今において経済状況の悪化や人口減少等の課

題が顕著になりつつあり、水道事業についても更なる厳しい経営状況が予想されるととも

に、今後、施設整備等の老朽化に伴う更新投資が必要となっています。 

本経営戦略は、土佐清水市水道事業について、将来にわたり本来の目的である公共の福

祉を増進していくために適切なインフラ更新と財務の健全性との確保の両立を図るために

策定するものです。 

 

■策 定 日：平成 30 年 3 月 

■計画期間：平成 29 年度 ～ 平成 38 年度  

 

第２章 事業概要 

１．事業の現況 

（１）給水及び施設 

本市の水道事業の給水及び施設の現況は、次に示すとおりです。 

 

図表 2.1 給水 

 

 

 

 

図表 2.2 施設 

 

 

 

 

 

 

（２）料金体系の概要等 

現行の料金体系は、平成 10 年 7 月に改定したもので、昭和 58 年 4 月以降に 15 年ぶ

りの改定でした。 

今回の改定は、土佐清水市水道料金審議会条例（平成 28 年 12 月 26 日条例第 36 号）

に基づく同審議会からの答申後、議会の議決を経て、平成 30 年 4 月 1 日から新水道料金

にて給水開始を予定しています。ただし、今回の料金改定では、上水と簡水に料金差があ

ることから、平成 32 年度の統一を目指して段階的な改定を行います。 

人

人

千㎥／ha

法適（全部・財務）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）
現在給水人口 13,887

有収水量密度 6.30

供用開始年月日 昭 和 7 年 3 月 19 日 計画給水人口 20,210
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図表 2.3 料金計算例 

 

 

 

 

 

（３）組織 

本市の水道組織は、職員数７名（課長１名、課長補佐１名、係長 2 名、係員 3 名）で、

うち事務職は４名（平均年齢 47 歳）、技術職は３名（平均年齢 40 歳）となっています。 

 

図表 2.4 組織 

 

 

 

 

 

２．これまでの主な経営健全化の取組 

本市では、近年、以下のような経営健全化に取組んできました。 

 

① 平成 21 年度：平成 21 年度土佐清水市水道事業基本計画を策定し、地域水道ビジ

ョンに準拠して本市の水道事業の整備目標と施設整備計画、財政計画等を定めて計

画的な取組に着手しました。 

② 平成 22 年度：平成２２年度より部分的に民間委託（半島地区８施設の管理業務）

を実施しました。 

③ 平成 25 年度：平成２５年度より上水を除く簡易水道の東部６施設、西部４施設の

外部委託を実施しました。 

④ 平成 28 年度：平成２８年度より上水道３施設の管理業務の外部委託を実施しまし

た。 

 

３．経営比較分析 

水道経営に関わる現状分析は、図表「経営比較分析表」に示すとおりですが、補足すべ

き事項は次のとおりです。 

 

① 流動比率：平成 27 年度は約 197%で、類似団体の約 398%を大きく下回ってい

る状況です。現金預金が減少していることを勘案すると、人口減少傾向の中で料金

改定等の対策により経営上必要な収益の増加に努める必要があります。 

基本料 消費税〔1円未満切捨〕

８８０円 ８０円

８８０円 ８２円

※１ヵ月の水道料金計算例〔１３ミリ、２０ミリメーター使用の例〕

口 径 合　　　計〔右は内訳〕
内 訳

メーター使用料

１３ミリ〔１０ｍ
3
まで〕 １，０８０円 １２０円

２０ミリ〔１０ｍ
3
まで〕 １，１１２円 １５０円

課長 課長補佐 工務係 係長１名 係員２名

庶務係 係長１名 係員１名
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② 老朽化の状況：有形固定資産減価償却率は、約 56％と高い数値となっていること

から多くの施設が法定耐用年数に近づいて、老朽化が進んでいることが想定されま

す。今後、アセットマネジメント等を通じて、これらの実態を的確に把握するとと

もに、安全・安心の確保及び財政的に持続可能な水道経営を目指して、長寿命化、

更新等の財源の確保に努める必要があります。 

③ 新地方公営企業会計制度への移行以後の過去３年間の損益推移は、営業収益△4.4％

（△11,071 千円）、当期純利益△87.7％（△48,312 千円）。他方、負債である

企業債残高は＋11%（＋133,193 千円）という状況です。つまり、人口減少に伴

う収入の減少及び管きょ等の老朽化に伴う更新費用を賄う負債が増加しており、こ

のままの傾向が続くと、水道事業サービス提供に支障が生じるため、料金改定によ

り収支均衡を図り、安定的に経営を持続する計画の策定が必要不可欠な状況と思わ

れます。 
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図表 2.5 経営比較分析表 
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第３章 将来の事業環境 

１．給水人口の予測 

給水人口の予測については次のとおりです。 

 

 人口推計は、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）及び土佐清水市人口ビジョ

ンで目標とした推計パラメータ（合計特殊出生率等）値を基に、H27 年国勢調査の

値を用いてコーホート法により再推計を行い、これを住民基本台帳の値で比例配分

しました。  

 以上の人口推計を基に、 普及率を想定して給水人口を予測しました。なお、社人研

と人口ビジョンの二種類の給水人口を予測しましたが、投資財政計画は、将来リス

クを想定して、より厳しい社人研の値を採用しました。 

 

この給水人口下落傾向は、今後とも続くことが想定されるため、料金収入は益々厳しく

なると思われます。 

 

図表 3.1 給水人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．水需要の予測 

水需要（有収水量）の予測については次のとおりです。給水人口の減少に従って水需要

についても減少の傾向が予測されます。 

 

 有収水量＝現在給水人口×直近の傾向から求めた給水人口一人当たり有収水量（過

去 5 年間の平均値） 
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実績 予測 H28年度から約2,700人の減少
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図表 3.2 水需要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．料金収入の見通し 

料金の見通しについては次のとおりです。前述のとおり、給水人口の下落傾向は、今後

とも続くことが想定されるため、料金収入は益々厳しくなると思われます。 

 

 料金収入見通し＝有収水量×直近の傾向から求めた有収水量当たり料金収入（過去

5 年間の平均値）  

 

料金シミュレーションにおいては、平成 30 年度より、10%、15%、20%の３ケース

の料金アップを仮定し、当面の料金改定インパクトを想定内に留めることができる 15%

（案）を採用し、かつ簡易水道については、平成 32 年度まで段階的にアップすることと

しました。また、平成 34 年度からは、財政的に持続可能な 25%（現行比）アップを検討

することとしました。 

 

図表 3.3 料金収入の見通し 
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実績 予測 H28年度から約357千㎥の減少
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実績 見通し

料金改定なし H30～H32料金改定15%段階的アップ H28の料金収入を維持
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４．施設の見通し 

施設の見通しについては、老朽化が相当に進んでいるため、安全・安心の確保と事業の

効率化を勘案して当面緊急整備が必要と考えられる施設を抽出し、必須整備事項として取

組みます。 

次に計画期間中に、アセットマネジメント等による投資の適正化を判断し、投資にかか

る優先順位の変更・ダウンサイジング等の検討時など定期的な見直しを行います。本件は、

計画期間の 10 年のみならず、中長期的な費用を想定し料金改定の見直しと併せて計画性

を持って取り組みます。 

 

５．組織の見通し 

水道事業を支える職員数については、水道事業の運営を維持していく上で、人材の確保・

育成が課題となっています。 

現時点の投資財政計画では、特段の人員増は予定していませんが、これらの課題に対し、

水道事業の広域化や民間事業者等との連携による経営の効率化を進める必要はあるものの、

これらは中長期的な検討を要することから、短期的には人員を補強して経営に支障をきた

さない対策も必要と考えています。 

 

第４章 経営の基本  

経営の基本方針は次のとおりです。  

 

 水道事業を取り巻く環境の変化に対応し、水道施設の維持管理及び更新を適切に実

施し、安全で良質な水を安定的に供給し、市民が安心して暮らすことができるよう

信頼される水道経営を目指します。 

 原価削減に努め、財政的に持続可能な健全な運営を確保すべく、適正な水道料金の

徴収に努めていきます。 

 

第５章 投資・財政計画 

1.  投資・財政計画について 

（１）投資について 

投資目標として、有収率 80％とします（平成 28 年度 75.23%）。 

 

 安全・安心の確保と事業の効率化を勘案して当面緊急整備が必要と考えられる施設

を抽出し、必須整備事項として取組みます。 

 投資の効率性を測る有収率は全国平均を大きく下回っています。配水管の老朽化が

激しく、計画的な漏水調査等は継続しつつも早急な対応を行っていきます。 
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計画期間内に必須整備と予定している計画は次のとおりです。 

 

図表 5.1 必須整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

（２）財源について 

財源の目標として、計画期間に亘って経常収支比率 100%を維持します（平成 28 年度

末時点 102.02％）。また、未使用補填財源としての利益余剰金３億円を確保します。（平

成 28 年度末時点約 2 億円）。 

 

 急激な人口減少下において、市民の負担を勘案した適正な料金改定を行い、経常収

支比率 100%を維持します。 

 安定的な経営を継続するために投資的財源の確認と確保を行います。          

 

財源（料金、企業債、繰入金、国庫補助等）の積算の考え方等については次のとおりで

す。 

 

 料金については、「第３章 ３．料金収入の見通し」で示したとおり、急激な人口減

少下において、市民の負担を勘案した適正な料金改定を行います。 

 企業債については、企業債の償還により経営が圧迫することのないよう、計画的な

起債を実施していきます。 

 一般会計からの繰入金については、国が示す繰出基準に基づく繰入を行い、今後も

維持管理費用の縮減に努めます。 

 

（３）投資以外の経費について 

投資以外の経費（委託料、修繕費、動力費、人件費など）の積算の考え方等については

次のとおりです。 

 

 職員給与費：今後、水道事業の運営を維持していく上で、人材の確保・育成が課題

となっていますが、本計画では過去 5 年間の平均値を基に算出しました。 
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 動力費：過去の傾向に一定の法則が見られず各年度の個別要件に左右されていると

考えられるため、本計画では過去 5 年間の平均値を基に算出しました。 

 光熱水費：過去の傾向に一定の法則が見られませんが、やや上昇傾向にあるため、

本計画では過去 3 年間の平均値を基に算出しました。 

 通信運搬費：動力費と同様に、本計画では過去 5 年間の平均値を基に算出しました。 

 修繕費：同上としました。 

 材料費：同上としました。 

 薬品費：同上としました。 

 路面復旧費：同上としました。 

 委託料：同上としました。 

 負担金：同上としました。 

 

以上を踏まえた投資・財政計画は、次のとおりです。 
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図表 5.2 投資・財政計画（収益的収支） 
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図表 5.3 投資・財政計画（資本的収支） 
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２．料金改定の有無による経営指標の比較について 

以上の検討結果を踏まえて、重要な経営指標について、料金改定の有無による差異を掲

載します。これによると、料金改定を行わない場合は、計画期間中に収益的収支が赤字と

なり、資本的収支を賄う未使用補填財源についても枯渇の傾向を示すことが伺えます。 

 

■料金改定ありの場合（本計画） 

図表 5.4 収益的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5.5 資本的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5.6 未使用補填財源 
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図表 5.7 企業債残高 

 

 

 

 

 

 

 

■料金改定を行わない場合 

図表 5.8 収益的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5.9 資本的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5.10 未使用補填財源 
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３.  投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組 

（１）投資について検討状況等 

■民間の資金・ノウハウ等の活用（PFI・DBO の導入等） 

先ずは、他市の先進的取組事例の調査を行い、民間活用における官民のリスク分担やそ

のことによる利害得失（リスク及びメリット）を把握すると共に、高知県下における民間

活用の動向や具体的な事例を把握し、個別業務のアウトソーシングから包括的民間委託の

導入や施設改修に関わる DBO の導入など段階的な実施検討を継続的に行います。      

 

■施設・設備の廃止・統合（ダウンサイジング） 

人口動向及びそれに伴う水需要を勘案し、老朽化に伴う改修の機会を活用したダウンサ

イジングを実施します。なお、人口動向については、人口ビジョン等を通じた戦略を展開

中であり、その見通しについては慎重に行うものとします。 

 

■施設・設備の合理化（スペックダウン） 

上記ダウンサイジングと同様です。 

 

■施設・設備の長寿命化等の投資の平準化 

計画期間中に既存施設の長寿命化計画の策定（アセットマネジメント）と当該計画に基

づく実施に取組むこととします。 

 

■広域化 

本市及び近隣自治体の上水道施設の状況を勘案すると物理的な施設統廃合で経営の効率

化がすぐさま図れる状況ではないと考えています。本件については、本市単独の取組では

なく国及び県の主導による中長期的な検討が必要です。 

 

■その他の取組 

実施可能な改善テーマを抽出し、費用対効果を勘案して有効なものには積極的に取組む

こととします。 

 

（２）財源について検討状況等 

■料金 

平成 30 年度より実施する料金改定を踏まえ、原則として、利用料収入による運営体制

が構築できるよう、引き続き、市民生活への影響を配慮し理解を得ながら、適正かつ公平

な負担となる料金体系を検討していきます。 
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■企業債 

世代間負担の公平性を確保し、企業債の償還により経営が圧迫することのないよう、計

画的な起債を実施していきます。 

 

■繰入金 

財政部局との調整の中で、一般会計からの過度な繰入とならないような資金繰りに努め

ていきます。 

 

■資産の有効活用等による収入増加の取組 

余剰施設等が発生した場合には、売却や貸付等、資産の有効な活用を検討していきます。 

 

（３）投資以外の経費についての検討状況等 

■委託料 

委託業務内容及び人件費等を適正に算出し、委託料を設定していきます。また、民間活

力の活用を検討するなかで、必要に応じて計画の見直しを行っていきます。 

 

■修繕費 

計画的な修繕を行い、トータルコストの削減、支出の平準に努めていきます。 

 

■動力費 

より安価に調達できる手法を検討するとともに、今後費用が高騰する場合においては、

経営戦略の事後検証の一環として、推定値の調整を行っていきます。 

 

■職員給与費 

職員給与費については、経営に支障をきたさない範囲で適正な見直しを行い、今後も効

率的な運営に努めていきます。 

 

■その他の取組 

各種費用に関して、より効率的、経済的な手法等、引き続き検討を行い、コスト削減に

努めていきます。 

 

第 6 章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

将来にわたって安定的に事業を継続していくため、PDCA（計画・実施・検証・見直し）

サイクルの考えに基づき、投資・財政計画の達成状況について毎年度進捗管理を実施し、

計画と実績の乖離を検証するとともに必要な対策を講じます。 
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また、今回の段階的料金改定についても検証し、使用料金の変更や民間活力の活用等に

より収支計画に大きな修正が必要となる場合においては、見直しを実施するほか、概ね５

年ごとに総合的な検証を行い、さらなる現状分析や社会状況の変化などを考慮し、本戦略

の更新を行います。 
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用語解説 

 

【アセットマネジメント】 

水道などの公共インフラを資産として捉え、それらの施設の状態を客観的に把握、評価

し、中長期的な資産の状態を予測するとともに、予算制約を考慮して施設を計画的、かつ、

効果的に管理する手法のことを指します。 

 

【企業債】 

地方公共団体が地方公営企業の建設、改良などに要する資金にあてるために起す地方債

のことです。 

 

【長寿命化】 

従来の対症療法型から、「損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う」予防保全型へ転換

を図り、公共施設等の定期的な施設点検を行い、損傷が拡大する前に適切な処置を行うこ

とで、構造・設備・機能などの耐久性を高め、公共施設等をできるだけ長く利用する手法

のことです。 

 

【包括的民間委託】 

地方公共団体が行政責任を果たすために必要な監督権等を留保したうえで、その業務を

包括的に民間（個人も含む）に委託する制度です。 

 

【有収水量】 

浄水場などから供給した配水量のうち、水道料金の徴収対象となった水量のことです。 

 

【ＰＦＩ】 

PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）と

は、公共施設等の建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力及び技術的能力を活

用して行う手法のことです。 

 

【DBO】 

ＤＢＯ（Design Build Operate）とは、民間事業者に設計・建設・維持管理・運営等を

長期契約とし、業務を一括性能発注する手法です。 

 

 

 


